
伊勢原市ヤマドリの販売許可事務取扱要領

（趣旨）

（ 。第１条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成１４年法律第８８号

以下「法」という ）第２３条及び第２４条並びに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適。

（ 。 「 」 。）正化に関する法律施行規則 平成１４年環境省令第２８号 以下 施行規則 という

第２２条に基づくヤマドリの販売許可（以下「販売許可」という ）及びその事務取扱。

については、法、施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行

細則 平成１５年神奈川県規則第４９号 及び神奈川県鳥獣保護管理事業計画 以下 鳥（ ） （ 「

獣計画」という ）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。。

（許可方針）

第２条 市長は、ヤマドリの流通を規制することにより、販売利益目的の違法捕獲を未然

に防止するため、次に掲げる用途に供する場合に販売許可できるものとする。

(1) 学術研究

(2) 養殖

(3) 観賞

(4) 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認める目的

２ 市長は、人工増殖によって生産されたヤマドリについて、前項各号に掲げる用途のほ

か次の各号に掲げる用途に供する場合においても販売許可できるものとする。

(1) 放鳥

(2) はく製

(3) 食肉

(4) 羽毛加工

（許可基準）

第３条 販売許可の対象は、ヤマドリ及びこれを加工した食料品とする。この場合におい

て、ヤマドリとはこれを解体して未だ加工品に至らない段階までのものをいい、加工し

た食料品とは生肉（脚、くちばし、内臓等を除去したものをいう ）及びくんせい、み。

そ漬け、塩漬け等調理したものをいう。

（販売期間）

第４条 販売期間は、販売の実情を考慮するとともに、必要な最小限の期間とする。

（販売羽数）

第５条 販売の羽数は、許可を受けようとする事由、過去の販売実績等を考慮して、必要

な最小限度の数とする。

（事務手続）

（ 「 」 。）第６条 ヤマドリの販売許可を受けようとする者 以下この条において 申請者 という

は、販売許可申請書（第１号様式）を市長に提出するものとする。

２ 市長は、第２条から前条までの規定を考慮し販売の許可を行うものとする。

３ 販売の許可を行った場合は、申請者に販売許可証（第２号様式）を交付するものとす

る。

４ 申請者がその住所等（法人の場合にあっては、所在地、名称又は代表者の氏名）を変

更した場合は、販売許可住所等変更届（第３号様式）を提出しなければならない。



（実績報告）

第７条 市長は、販売許可の状況を年度ごとに取りまとめ、神奈川県湘南地域県政総合セ

ンター所長に対し、販売許可状況報告書（第４号様式）により報告するものとする。

附 則

この告示は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（平成２７年７月１７日告示第１０１号）

この告示は、公表の日から施行する。



第１号様式（第６条関係） 
 
 

   
 

販 売 許 可 申 請 書                
 

年  月  日   
   伊勢原市長 殿 
 

郵便番号                      
住  所        
氏  名        
職  業                      
生年月日    年  月  日生          
電話番号                      

 
  

 次のとおり販売禁止鳥獣等を販売したいので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正
化に関する法律第24条第1項の規定により申請します。 

 

販売禁止鳥獣等の種類

及び数量 

種    類 数    量 

  

販売しようとする販売

禁止鳥獣等の所在地 

 

許可を受けようとする

事 由 

 

販 売 期 間 
年      月      日から 

年      月      日まで 

飼養している種鳥の 

数 量 

     雄 

 

     雌 

種 鳥 の 入 手 経 路  

 



有効 年 月 日 から

期間 年 月 日 まで

印

第２号様式（第６条関係）

伊 勢 原 市 長

伊勢原市指令（　　）第　号

住              所

氏  名 （法人の名称 ）

生  年 　月 　日
（代表者の氏名 ）

条　　　　　　件

販 売 許 可 証

鳥獣等の種類及び数量

鳥 獣 等 の 所 在 地

販　売　の　事　由



　　　注　　意　　事　　項

１ 販売許可証は、販売禁止鳥獣等の販売を行うに際しては必ず携帯しなけれ

ばならず、かつ、他人に使用させてはならない。

２ 販売許可証は、国若しくは地方公共団体の権限ある職員、警察官又は鳥獣

保護管理員その他関係者が提示を求めたときは、これを拒んではならない。

３ 販売許可証は、その効力を失った日から30日以内に、交付を受けた行政庁

に返納しなければならない。



第３号様式（第６条関係） 

  

 

販 売 許 可 住 所 等 変 更 届 
 

 

年  月  日  

  

   伊勢原市長 殿 

 

 

郵便番号                             

住  所               

氏  名               

職  業                             

生年月日    年  月  日生                 

電話番号                             

 

 

  次のとおり住所（氏名）を変更したので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律施行規則第24条第5項の規定により届け出ます。 

変 更 の 

内 容 

住 所 

（氏名） 

変更前  

変更後  

変 更 年 月 日 年      月      日 

変 更 の 理 由  

許

可

証

等 

種 類 販売許可証 

番 号  

交 付 年 月 日 年      月      日 

交付者の 氏 名  

 



印

合 計

まで

から

まで

第４号様式（第７条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢原市

        年度 販売許可状況報告書

                              　殿

伊勢原市長

捕 獲 期 間

      　 年　月　日

  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第２４条の規定に基づく販売許可状況を次のとおり報告します。

から

数 量
許 可 申 請 者 依 頼 者

従事者
数

捕 獲 し た 鳥 獣

種 類 数 量
捕 獲 方 法

種 類

許 可 し た 鳥 獣

から

まで

から

から

まで

まで

まで

から

まで

から


